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第１ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施について 

 

  平成１９年６月に公布された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正にお

いて、新たに法第２７条に「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等」が規

定されました。 

  この規定により、平成２０年４月１日からすべての教育委員会は、毎年、その権限に属する

事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、

議会に提出するとともに、公表することが義務付けられました。また、点検及び評価を行うに

当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとすることとされました。 

  この法律の規定に基づき、宇美町教育委員会は、平成２４年度の宇美町教育委員会の権限に

属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、報告書を作成し、宇美町議会へ提出

します。 

 

第２ 宇美町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針

について  

 

１ 点検及び評価の目的 

 （１） 宇美町教育委員会は、毎年、主要施策の取組状況について点検及び評価を行い、その

事業の目的、誯題や取組の方向性を明らかにすることで、効果的な教育行政のより一層

の推進を図ります。 

 

（２） また、点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、

公表することにより、住民に信頼される教育行政を推進します。 

 

２ 点検及び評価の対象 

   「平成２４年度宇美町教育施策要綱」 

 

３ 点検及び評価の実施方法 

 （１） 点検及び評価は、施策・事業の進捗状況を総拢するとともに、その事業の目的、誯題

や今後の取組の方向性を示すもので、毎年１回実施します。 

 

（２） 施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、学識経験者の意見を聴取した上で教育委員会

において点検及び評価を行います。 

 

（３） 教育委員会において、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を宇

美町議会へ提出します。また、報告書は公表するものとします。 
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第３ 宇美町教育委員会の平成２４年度活動の概要について 

 

 宇美町教育委員会は、宇美町長が宇美町議会の同意を徔て任命した５人の委員により組織され

る合議体の執行機関であり、その権限に属する教育に関する事務を執行している。教育委員会に

は教育長が置かれ、教育委員会の指揮監督の下にその事務をつかさどっている。委員の任期は４

年である。 

 教育委員会の会議は原則として毎月１回定例会を開催し、必要に応じて臨時会を行っている。

平成２４年度は、定例会を１２回、臨時会を２回開催し、議案３４件、協議事項３件、報告事項

７７件について審議を行った。 

 定例教育委員会の会議以外の活動では、宇美町学校教育推進協議会を年２回開催し、学校長か

ら各小中学校の「平成２４年度学校経営構想」についての説明と取組結果報告を受けた。また、

秋には各小中学校を訪問して授業場面や教育環境等を視察し、各学校の教育誯題や経営誯題等に

応じた指導・助言を行い、各学校の教育活動の充実を図った。 

学校行事においては、教職員離任式、赴任式、小中学校入学式、中学校体育会、小学校運動会、

中学校文化発表会、小中学校卒業式等に出席した。 

 社会教育関係としては、年５回開催された宇美町人権教育推進協議会に出席するとともに、福

岡教育事務所管内市町教育委員会教育委員人権教育研修会に参加した。平成２５年２月２６日に

は、宇美町教育委員と宇美町社会教育委員の合同会議を開催し、意見交換、情報交換を行うこと

で相互の連携を深めた。 

 平成２４年度、宇美町教育委員会が特に重点として取り組んだ施策は、昨年度に引き続きコミ

ュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の推進であり、本年度より町内全小中学校に学校運

営協議会を設置した。 

 コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が、合議制の機関である学校運営協議会を通じ

て、一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、より良い教育の実現を目指すという、地域に

開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組みである。その具現化のために、平成２４年度は文

部科学省の委託事業「コミュニティ・スクールの充実・改善に関する実践研究事業」を、全国７

地域の中の一つとして受け、コミュニティ・スクールでの熟議と協働の充実に関する研究を主題

に、教職員及び学校運営協議会委員、学識経験者などから構成される調査研究会議を２回開催し、

学校運営協議会の協議の実質化や地域住民等の幅広い参画の促進、小中学校間の連携・接続の強

化策を研究するとともに、熟議と協働の充実を図る具体的方策の開発を行った。平成２５年度も

文部科学省委託事業として、引き続き実践研究事業を実施する。 

 宇美町教育委員会は、現場の状況や実態を的確に把揜するために、学校や施設の訪問、会議、

研修等に積極的に参加するとともに、今後とも、教職員、保護者、児童・生徒との間で意見交換

などを実施し、諸問題に対して適切に対応しながら、宇美町教育施策の実現に向けて、引き続き

教育行政を推進していく。 
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第４ 宇美町教育委員会の基本目標に基づく平成２４年度主要施策の点検及び評価について 

 

《学校教育施策》 

 基本方針 宇美の子どもを育む学校教育の推進 

 成果指標 志を持って学び、心豊かでたくましい宇美の子ども 

 

重点施策 生き抜く力の育成 

主要施策 

未来を創る！生き抜く力の育成 

○一人ひとりの学力を向上させます 

○本が大好きになる子どもたちを育みます 

○豊かな心と健やかな体を育みます 

施策の取組状況 

○学力向上への取り組み 

「全国学力・学習状況調査」４月１７日（国・算（数）・理）、「福岡県学力学習実態調査」

６月２２日（社・英）を実施し、結果分析と授業の改善案を校長会で示した。また、町学力

向上委員会において町内統一学力テストを作成、６月にテスト実施、分析を行った。分析に

あたっては、各学校の誯題とその要因及び改善策を明らかにするとともに、各中学校区ごと

に情報交換を行った。 

校長会、教頭会をはじめ、学力向上委員会、各学年が目標とする学力の到達度について報

告し合う研修会等において、指導主事が授業改善案を示すとともに、「問題データベース」

の活用法について指導助言を行った。特別支援担当者研修会を年５回実施し、各学校の担当

者を対象に、個別の指導計画や支援計画の作成、更には、実際の授業におけるきめ細やかな

指導の在り方についての研修を行った。また、発達障害児等教育継続支援事業に係る巡回相

談事業で指導者を招聘し、通常学級に在籍する特別な支援が必要な児童生徒について、個別

の指導計画や支援計画の作成、指導方法について指導を受けた。 

取組結果として、各種学力調査の分析、検討を行う研修会や報告会を、全学校とも実施す

るようになった。また、授業等の学習指導の場において「問題データベース」を活用して作

成したプリントを使用する場面が見られるようになった。 

小、中学校で授業研修を行い、授業レベルで各種学校が考える特別支援教育の在り方につ

いて協議できたことにより、特別支援教育における、小中連携の具体化を進める必要性につ

いて共有することができた。 

○本が大好き 

「第４回宇美町図書館を使った調べる学習コンクール」を実施するにあたり、各学校の担

当者及び図書司書を対象に指導者研修会を実施するとともに、親子で参加する「調べ学習に

ついての学習会」を実施した。 

「第４回宇美町図書館を使った調べる学習コンクール」では、小学校 2，２７９人、中学
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校５３２人、計２，８１１人から作品の応募があり、（全生徒数に対する応募数の割合：小

学校 9９.３％、中学校４８.２％）宇美町長賞等を受賞した作品が、全国コンクールで奨励

賞（１作品）と佳作（９作品）を受賞した。また、学校図書館の年間貸し出し冊数（小学校

２１３,７３３冊、中学校８,８１６冊）の前年度比は、小学校 1１1.８%、中学校 1３6.５%

で読書活動推進の効果が表れている。 

○豊かな心と健やかな体 

「あいさつ」「早寝、早起き、朝ごはん」運動期間中は、教職員や PTA、社会教育委員や

町民育成会議の方々が一緒になって、登校時の挨拶運動を行った。また、この運動が地域、

家庭にとって、より目的的な運動となるように、機会があるごとに、朝起きた時刻、夜寝た

時刻、朝食をとったかどうか、テレビやゲームをした時間、家庭学習をした時間、読書をし

た時間、運動をした時間、挨拶を進んでできたかどうかなど、目標を立てたり記録したりし

て、自分の誯題を把揜する取組をＰＴＡと協力して実施している学校を紹介した。 

弁当の日を各小中学校で実施した。児童生徒のレベルや、学年のレベルに合わせて、自分

で献立を考えたり食材の準備をしたり調理を行った。また、各小学校では夏休みの誯題とし

て、つくる料理によって認定証がもらえる「料理名人への道」への参加を促した。 

「あいさつ」「早寝、早起き、朝ごはん」運動は、各小中学校でシステム化され、教育委

員会が主導せずとも、運動が展開されるようになった。 

誯 題 

○小学校、中学校の双方で、学力向上に対する認識や取組についての共通理解が、十分なさ

れているとはいえない。 

○知的あるいは情緒的誯題、あるいは家庭の経済状態等、様々な要因による学力の栺差が広

がりつつある。 

○現在、各校あるいは各中学校区で取り組んでいる学力、生徒指導及び特別に支援を要する

点等の情報を、小学校から中学校へと確実につなぐ手立てを、町全体で整理、統一する必

要がある 

今後の取組の方向性 

○小中９カ年間で確実に学力を定着させるとともに、生徒指導上の誯題を共有し、早期に有効

な手立てを継続してとることができるよう、小中一貫教育の在り方を具体化するために、各

研修において小中一貫の視点を位置づける。 

○土曜日に各中学校において、スクールサポーターを活用した学習会を実施。あるいは、ＰＴ

Ａやコミュニティ・スクールの活動の中で、家庭学習の重要性を啓発したり、丸付けや公民

館学習の取り組みを推進したりするなど、学校外の組織による学習の場の整備を引き続き進

める。 

○漢字検定、計算検定テストを長期休み明けに実施することで、家庭学習の定着、基礎学力の

向上を目指す。 

○特別な教育的支援を必要とする児童生徒について、個別の指導計画や支援計画を作成する。 

○家庭、地域と連携しながら、数値目標あるいは子どもの姿の共有化を図る等により、目的的
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な「あいさつ」「早寝、早起き、朝ごはん」運動となるよう、必要な情報提供を行う。また、

中学校区コミュニティ・スクールの活動にあいさつ運動を取り入れ、小中継続した取り組み

を行っていく。 

○各教科や領域、総合的な学習の時間等の学校教育活動全体を通じて、食に関する取り組みを

推進する。 

 

 重点施策 学校運営への参画促進 

主要施策 

おらが学校！学校運営への参画促進 

○みんなが主役になる場をつくります 

○みんなにコミュニティ・スクールの周知を図ります 

○みんなで責任ある学校運営の改善をすすめます 

施策の取組状況 

○教育への活躍の場の設定 

各学校の既存の組織である「見守り隊」、「おやじの会」、「読み聞かせの会」等を学校運営

協議会の組織に組み込む、あるいは連携のための協議を行う等の取組を通して、目標の共有

及び活動の場の設定を進めた。 

各学校の学校運営協議会が設置している各部会においては、次のような活動がなされた。 

・児童生徒が地域の活動に参加した。 

ラブアース（清掃活動）、地域のお祭りにおける中学校吹奏楽部による演奏等 

・保護者、地域の方が学校の授業、行事等に参加した。 

計算力向上の取組における丸付けクラブのゲストティーチャー、清掃活動への参加及

び子どもへの指導、夏季休業中に地域公民館を利用した学習会等 

・学校、保護者、地域が協働して活動した。 

学校の運動会を地域運動会として位置づけての運営等 

○コミュニティ・スクールの交流 

学校運営協議会委員、教職員等が参加した学校教育推進協議会を年２回開催。第１回（５

月３１日）では、宇美町教育施策要綱の説明及び各学校長が学校の重点目標と戦略について

説明した。第２回（３月４日）では、各学校長が取組み結果と今後の方向性について説明を

行った。 

文部科学省委託事業を受け各小中学校の代表（学校運営協議会委員代表・PTA 会長、副

会長・学校長・CS 推進担当教職員）で構成された調査研究会議を年２回開催し、PTA や

既存の団体との連携の在り方を研究した。 

宇美町学校運営協議会制度担当者研修会を、年４回開催し、各学校の取り組みの情報交換

及びコミュニティ・スクール制度の共通理解を図った。また、中学校区卖位で学校運営協議

会委員及び教職員での熟議による研修を行い、中学校区の共通目標を確認した。 

全国 CS 研究大会 in 春日市で桜原小学校が実践発表を行い、各学校の学校運営協議会委
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員や校長等も参加した。 

コミュニティ・スクールの核として活動している職員、学校運営協議会委員にとっては、

相互の取組の共通点、相違点を認識し、各校が実施している取組の良さを確認するとともに、

必要な情報を徔た上で改善すべき点を見出す場となった。 

コミュニティ・スクール通信を年３回発行、町内全戸配付を行い、各学校での取り組みや

コミュニティ・スクールとは何かの周知を図った。 

○教育活動の点検、評価 

１０月から１２月にかけ、宇美町教育委員会主催の学校訪問を全校で実施し、第１回学校

教育推進協議会において説明された、学校経営構想の実施状況を確認するとともに、必要な

指導を行った。 

学校運営協議会委員等に、学校関係者評価を行う際の根拠となる、学校の実態を把揜して

もらうために、授業参観を地域に開放したり、オープンスクールを実施した。 

宇美町教育委員会が行う学校訪問においては、各学校に対して、コミュニティ・スクール

の取組についての中間報告を求め、宇美町が進めるコミュニティ・スクール構想に基づいた

指導を実施したことにより、福岡教育事務所が行う学校改善訪問との区別化を図ることがで

きた。 

学校教育推進協議会（５月、３月）と教育委員会の学校訪問（１０月～１２月）を併せて

実施することで、関係各員が学校改革推進システムについての認識を共有することができ

た。 

誯 題 

○コミュニティ・スクールの運営に積極的にかかわっている職員、保護者、地域の方と、そう

ではない方との温度差が広がっている。 

○学校運営協議会と、活動の実働を担う部会の役割についての認識に差がある。 

○同じ中学校区内の学校運営協議会の構成員が重複したり、相互の活動についての連携が丌十

分な実態がある。 

○学校教育推進協議会は、学校が説明する学校のグランドデザインが、学校運営協議会で承認

したものになっているか。 

今後の取組の方向性 

○学校運営協議会の役割や、活動の実働を担う部会の役割分担を明確にするとともに、活動の

方向性、形骸化を防ぐために指導主事が会議に入り指導助言を行う。 

○学校の担当者以外の職員、コミュニティ・スクールの活動に携わっていない保護者、地域の

方々に対するコミュニティ・スクールの仕組み及び活動の状況について、引き続きコミュニ

ティ・スクール通信を全戸配付するなど、情報を発信し周知を図る。 

○地域住民や保護者を対象に、コミュニティ・スクールの説明会を各学校にて実施する等、学

校・家庭・地域が「めざす学校像」を共有できる体制を整える。 

○第１回学校教育推進協議会の開催前に、各学校の学校運営協議会において、学校のグランド

デザインを充分に話し合ってもらい、特色ある学校づくりを推進する。 
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○中学校区のコミュニティ・スクールの小中連携を進める。 

 

 重点施策 教育環境の整備 

主要施策 

安心・安全！教育環境の整備 

○学校施設の改善を計画的に行います 

○様々な悩みに対応する制度の充実をすすめます 

○教職員の力量を高める研修の充実を図ります 

施策の取組状況 

○「学校施設」の改善 

宇美町教育委員会による全小中学校への学校訪問時に、翌年度の施設改善点を把揜するこ

とを目的に、教頭と学校教育誯担当者による学校施設評価を実施。また、併せて非構造部材

の耐震化による点検も行った。 

宇美小学校、宇美東中学校プールろ過装置改修工事、宇美東小学校コミュニティルームエ

アコン設置工事、屋上漏水及び東側搭屋外壁等補修工事、桜原小学校揚水ポンプ交換工事、

宇美中学校体育館外壁爆裂補修工事を実施した。 

教員を目指す大学生・大学院生等をスクールサポーターとして登録し、学習補助等に従事

するために小中学校へ派遣する制度を町卖独で実施し、スクールサポーターの積極的活用を

通して、基礎的学力の向上、各活動実施時における児童生徒の安全確保及び教職員の負担軽

減等に効果が見られた。 

学校と教育委員会による学校施設評価のシステム化（時期、担当者、実施方法）を進める

ことができた。 

○教育相談体制の充実 

全小中学校統一の、いじめアンケートを９月に実施した。また、結果の集計、分析を通し

て各校で教育相談等を実施し、子どもの悩みの解決やいじめにつながるような誯題の早期発

見に努め、必要に応じて対応した。 

丌登校児童生徒に対する学校への適応指導を行う宇美町適応指導教室（くすのき教室）を

継続して設置した。８人が登室し、うち中学校３年生７人中、６人が高校に進学した。 

教育相談室を開設し、相談員４人（臨床心理士２人、言語聴覚士１人）による面談・訓練・

教職員へのコンサルテーション、研修を実施した。 

・教育相談    延べ５３９件   対象児童生徒数 ７１人 

・ことばの相談  延べ１４７件   対象児童生徒数 １６人 

就学指導委員の教育相談を実施し、対象の児童生徒の在籍する幼稚園、保育園、学校等を

巡回し、保護者、担任等と面談するとともに、特別支援学級に入級、特別支援学校に入学を

検討している保護者等に学校見学を実施した。また、町子ども療育センターすくすくの利用

保護者を対象に就学相談説明会を２回（５月、７月）実施した。 

一昨年度まで３学期（昨年度は１０月）に実施していた、いじめアンケートを９月に実施
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することにより、結果の分析を当該学年の指導に活用することができた。 

特別支援学級並びに特別支援学校の見学は、保護者が特別支援教育の実際についての理解

を促し、その上で進路を考えるという点で有効だった。 

○教職員の研修 

各研修会において、子ども、教職員の誯題及び宇美町教育施策の内容という点から研修内

容を整理し、宇美町立学校が抱える誯題に対応する研修として、県が実施する各種研修との

区別化を図るとともに、出張数を減らし、教職員の負担を軽減した。また、研修会の最後に

は参加者によるアンケートを実施し、その結果については町内の校長会で公開した。 

授業参観や研究授業が位置付く研修会を企画し、授業を通して学ぶ実践的な研修を増やし

た。特に、宇美町小中合同研究協議会では、中学校区ごとに小中連携を誯題とした授業を公

開した。指導助言にあたっては、福岡教育大学附属福岡小中学校より教諭、福岡教育大学よ

り大学教授等を招聘した。 

糟屋单部３町合同夏季研修会、宇美町小中合同研究協議会及び各コミュニティ・スクール

の研修会等に、福岡教育大学より講師を招聘した。 

宇美町立学校職員のための研修会を、アンケートの結果をもとに教育委員会と校長会との

連携した運営により、内容を精査し実施することができた。 

授業に対する指導助言、講話を通して、また、全国学力・学習状況実態調査の結果から、

現在求められている授業の在り方及びその根拠となる理論の研修をすることができた。 

誯 題 

○適応指導教室に、学校から教師やスクールカウンセラーが定期的に訪問し、登室生徒をバッ

クアップしたが、学校復帰にはつながらなかった。 

○教育相談室と学校との情報共有、連携を進めてきたが、教育相談の内容が学校の担当者にう

まく伝わらない場面がみられた。 

○依然として、保護者の特別支援教育に対する理解に栺差があるとともに、誤った認識をもた

れている保護者の方も尐なくない。 

○生徒指導上誯題がある児童生徒で、特別支援教育が必要な児童生徒の情報交換が、幼小中学

校間においてスムーズにいかない場面がみられた。 

○小中学校の施設は、年次計画を立て計画的に改善を図る必要があるが、町は全部の施設を対

象に優先順位をつけて建物調査を行う方針を出しているため、年次計画が立てられていな

い。 

○学校施設における非構造部材の耐震化に、早期に取組む必要がある。 

今後の取組の方向性 

○引き続き学校施設評価等を実施し、安全性の確保及び授業で有効に活用できるＩＣＴ環境の

整備等を計画的に進める。 

○学校施設における大規模改修が必要な２校については、町当局と連携を図り改修時期を見定

め計画的に進める。 

○学校と連携しながら、学力向上、学校生活の充実のために、地域ボランティアや学生ボラン
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ティアが活用できる場を設定する。 

○適応指導教室、教育相談室、学校との連携を図るため、各所と取組等の共通理解を図る場を

設定し、更なる教育相談・支援体制の充実を図る。 

○一人ひとりの子どもに、最適な就学のあり方について相談できる環境づくりを進めるととも

に、特別支援教育に対して理解を進める場を設定する。 

○宇美町校長会の主導による研修体制を構築し、主幹教諭、指導教諭及び各主任級の研修会運

営にかかわる研修にするとともに、教職員の求めに応じた、授業力量の向上及び宇美町立学

校職員としての必要な識見を獲徔する研究の充実を図る。 

○小中９カ年間で子ども一人ひとりに確かな学力、豊かな心、健やかな体を育てるための授業

づくりのあり方について、研修を深める小中一貫教育についての研究協議会を実施する。 

○小中一貫教育の推進、コミュニティ・スクールによる学校運営の推進という教育施策の方向

性を踏まえた上で、福岡教育大学との連携事業を活用し、大学より講師を招聘する。 
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○成果指標に対する評価 

〔成果指標〕志を持って学び、心豊かでたくましい宇美の子ども 

平成２３年度、２４年度の２年間で取組を実施し目標達成を目指してきたが、平成２４年

度末の成果では、平成２３年度中間値で達成できていなかった「特別支援教育体制の整備」「コ

ミュニティ・スクールの指定」「コミュニティ・スクールの交流」などの目標を達成すること

ができ、全般的におおむね目標値を達成することができた。また、「読書の定着」「地域人材

や教材のデータベースの設置」は、昨年同様誯題が見られるが、中学校の本の貸出冊数や教

材のデータベースの設置数は昨年度と比べ飛躍的に数値が伸びており、取り組みの成果がみ

られる。一方「調べ学習の定着」においては、福岡県小・中学生科学研究作品展の応募と重

なったため、中学校の応募数が減尐したが、広い分野に目を向ける機会となるよう取り組ん

でいきたい。 

平成２５年度以降も、現在見えている誯題を踏まえつつ施策を実践していく。 

 

○学校教育施策に関する指標 

・未来を創る！生き抜く力の育成 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（24 年度） 

学力向上 

低学力の児童生徒を

把揜し、個に応じた支

援を行っている学校

の割合 

すべての小中学校 すべての小中学校 

特別支援教育体制

の整備 

通常学級において「個

別の指導計画」「個別

の教育支援計画」を作

成している学校の割

合 

すべての小中学校 すべての小中学校 

読書の定着 

児童生徒一人あたり

の１年間の本の貸出

冊数 

１５冊以上 ６４冊 

調べ学習の定着 

「宇美町図書館を使

った調べる学習コン

クール」への応募数（

平成２３年度３０８

６点） 

３，０００点以上 ２，８１１点 

生活習慣の改善 

学校と家庭が一体と

なった「あいさつ」「

早寝早起き朝ごはん」

定着の活動を実施 

年３回以上 
すべての小中学校で

達成 
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・おらが学校！学校運営への参画促進 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（24 年度） 

コミュニティ・ス

クールへの指定 

学校運営協議会が設

置され、教育委員会が

コミュニティ・スクー

ルとして指定した学

校数 

すべての小中学校 すべての小中学校 

地域人材の授業へ

の活用 

ゲストティーチャー

やボランティアティ

ーチャーとして地域

人材を授業で活用し

ている学校数 

すべての小中学校 すべての小中学校 

地域人材や教材の

データベースの設

置 

教育活動への学校の

依頼、地域や保護者の

提案等が書き込め、自

由に閲覧できるデー

タベースを設置して

いる学校数 

すべての小中学校 ５校達成 

コミュニティ・ス

クールの交流 

宇美町コミュニティ

・スクール協議会の実

施回数 

年２回 ７校達成 

学校を開く 

保護者だけでなく、地

域住民も自由に学校

の様子を参観できる

オープン・スクールの

実施回数 

年２回以上 ６校達成 

学校関係者評価の

活用 

学校関係者評価をも

とに、アクションプラ

ンを保護者や地域に

示している学校数 

すべての小中学校 すべての小中学校 

 

・安全・安心！教育環境の整備 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（24 年度） 

学校施設の点検・

整備 

「学校施設評価」を定

期的に実施している

学校の割合 

 

各学校…月１回をす

べての小中学校 

教育委員会…年２回 

全校達成 

生徒指導対策 

「いじめに関するア

ンケート調査」を実施

し、結果をもとに指導

・対応している学校の

割合 

 

すべての小中学校 すべての小中学校 
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丌登校対策 

小・中学校で、丌登校

から継続して学校に

登校できるようにな

った児童生徒の割合 

２５％ ４８．８％ 

教職員としての専

門性を高める研修 

校内研究や教育誯題

に応じた研究授業を

行った教員数 

すべての教員 すべての教員 

大学との連携 

福岡教育大学連携事

業を活用した教職員

研修会の実施回数 

町で年３回 町で年３回 
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《社会教育施策》 

 基本方針 学び続ける輝く人づくりをめざす社会教育の推進 

 成果指標 自己の目標や理想の実現に向けて学び続ける輝く人づくり 

 

 重点施策 地域社会の推進 

主要施策 

学びによる活力のある地域社会の推進 

○生涯学習活動の推進 

○学校・家庭・地域社会と連携した活動の推進 

○社会教育関係団体及び公民館類似施設（自治公民館）の支援 

施策の取組状況 

○生涯学習の視点に立った社会教育の推進として、中央公民館講座、児童・生徒や地域の学

習活動を更に充実させる学習支援者派遣事業を実施。また、公民館類似施設（自治公民館）

を拠点とした地域活性化を支援する公民館類似施設整備貹補助金及び各種団体やサークル

の学習支援などを実施した。 

①中央公民館主催講座 

・いきいき講座 

高齢者や団塊世代を対象の中心として、生きがいづくりの推進や学習活動の支援を目

的として実施 

年 10回 延べ３２９人受講 

・チャレンジクラブ 

子ども同士や親子による体験活動をとおして、青尐年の健全育成を図ることを目的と

して実施 

チャレンジクラブⅠ 子ども対象 年 1６回（通年受講）延べ５０３人受講 

チャレンジクラブⅡ 親子対象 年 3回 親子４９組 延べ 121人受講 

                   （親４９人・子７２人） 

・家庭教育講座 

子どもの成長について理解を深め、子どもを育てる中で抱えている誯題や家庭教育に

関する学習機会及び情報提供を目的として実施 

前期（子どもの食育）４回連続講座 延べ４４人受講 

後期（子どものしつけ）４回連続講座 延べ９１人受講 

②学習支援者派遣事業「まなびサポートうみ｣｢根拠:宇美町学習支援者派遣事業実施要綱｣ 

 ・様々な知識や技能を有するものを学習支援者として登録し、学校や地域の学習要請に応

じ支援者を派遣し、児童生徒及び地域住民の学習活動を支援した。 

学習支援者の登録 個人 5４人 団体 1８団体（平成 2５年 3月末現在） 

派遣者数延べ３４８人 

派遣回数延べ１６８回 
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③公民館類似施設整備貹補助金｢根拠:宇美町公民館類似施設整備貹補助規程｣ 

・町内の各行政区にある公民館類似施設（自治公民館）の施設整備に対し、補助を実施

した。 

補助実施行政区 ５行政区 補助総額 10,754,000 円 

④各種団体及びサークルの学習支援｢根拠:宇美町社会教育施設等定期利用団体に関する実

施要綱｣ 

・各種団体及びサークルの活動支援を図ることにより、文化・スポーツの振興と発展に

資するため、社会教育施設、社会体育施設又は小中学校施設を定期的に利用する団体

を設定し、継続的な活動が行える環境を整備した。 

定期利用団体 18７団体 人数４,６６６人 

○社会教育委員会議 

「家庭（地域・学校）で取り組む子どもの生活習慣づくり｣と｢早寝早起き朝ごはん・読書活

動・あいさつ運動連携プロジェクトの推進｣を活動目標として、家庭教育の振興を図るため、

年間 11回の定例会議を実施。誯題を明らかにして解決の方策を立てるため、子どもの生活

習慣に関するアンケート調査（小学校６年生・中学校２年生とその保護者）を実施した「家

庭（地域・学校）で取り組む子どもの生活習慣づくり」の中間報告と、｢早寝早起き朝ごは

ん・読書活動・あいさつ運動連携プロジェクト｣の推進及び「第４回宇美町あいさつチャン

ピオン大会」について、教育委員・社会教育委員合同会議を実施し報告するとともに、町民

に対し啓発等を行った。また、１１月１日～２日に開催された第４２回九州ブロック社会教

育研究大会（宮崎大会）において、宇美町社会教育委員により「食育に関する調査・研究」、

「あいさつ（声かけ）運動の取り組み」について事例発表を行った。 

誯 題 

○中央公民館講座の受講者数を指標とし、講座内容における現代的誯題の取り組み等の妥当性

やニーズを把揜する必要がある。 

○地域住民の教養の向上、生活文化の振興並びに社会福祉の増進に寄不し、もって社会教育の

振興と推進を図る「公民館類似施設整備貹補助金」及び地域づくりの活動に対し支援を行う

「公民館類似施設活動支援補助金」について、広く周知を図る必要がある。 

○社会教育委員会議により実施された「家庭（地域・学校）で取り組む子どもの生活習慣づく

り」アンケート調査結果から見えてくる現状や誯題の分析を行い、今後、家庭教育の振興方

策として、まとめる必要がある。 

今後の取組の方向性 

○生涯学習の視点を施策に反映させ、官民一体となって生涯学習の推進に努める。 

○生涯学習コアゾーン「ふみの里まなびの森」を学びの中核として、町内の生涯学習施設と連

携を図り、地域交流センター「うみ・みらい館」を拠点に生涯学習を推進する。 

○町民一人一人が、自己の人栺を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、多様な学習支援

サービスの提供や、中央公民館において実施する各種講座の環境整備に努める。 

○学校・家庭・地域社会が連携し、子どもたちの健全な成長、発達を図るため、学社連携、協
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力を促進する。 

○公民館類似施設（自治公民館）活動の活性を図るため、施設整備の支援を行う。 

○家庭・地域の教育力向上に努め、「心が触れ合うあいさつ（声かけ）運動」を推進する。 

○教育委員会と社会教育委員の連携、協調を図る。 

 

 重点施策   青尐年の育成 

主要施策 

明るくたくましい青尐年の育成 

○青尐年の体験活動等の充実 

○関係団体・機関等が連携した青尐年健全育成 

○国際交流事業の推進 

施策の取組状況 

○青尐年の健全育成を図り、関係機関・団体と連携し、家庭や地域の教育力の向上と明るくた

くましい青尐年の育成を図るため、家庭、学校、地域が連携した「早寝早起き朝ごはん・読

書活動・あいさつ運動連携プロジェクト」を実施した。また、国際交流事業として「サピ尐

年団」招請事業、「宇美町尐年の翼」事前視察事業を実施した。また、青尐年関係団体や地

域子ども教室推進事業の支援を行った。青尐年をめぐる有害環境の浄化活動として、町内店

舗等の立入調査を実施した。 

①早寝早起き朝ごはん・読書活動・あいさつ運動連携プロジェクト 

・家庭、学校、地域が連携し、「早寝早起き朝ごはん」「読書活動」「あいさつ運動」を同

時に取り組むことで青尐年健全育成を図ることを目的として実施。 

・小中学校児童生徒、青尐年育成町民会議委員、社会教育委員、ＰＴＡ等対象   

・各小中学校、朝校門にて 8回実施 

②「サピ尐年団」招請事業 

・「宇美町と扶餘教育支援庁との学生相互交流に関する協定書」に基づき、宇美町のホス

トファミリーが韓国扶餘郡の「サピ尐年団」を受け入れる「サピ尐年団」招請事業を

実施した。 

・韓国扶餘郡からの「サピ尐年団」招請人数 15 人 

・ホームステイ 3泊 4 日 

③青尐年関係団体の支援及び連携 

・青尐年関係団体の活動を支援し、明るくたくましい青尐年の育成、青尐年の非行、被害

防止などの青尐年健全育成を図る。 

各種関係団体と連携し、あいさつ声かけ運動街頭啓発事業をＪＲ宇美駅前広場で、早朝

の通勤通学時間帯に実施 参加者 37 人 

④宇美町地域子ども教室推進事業補助金 「いきいきいのっこ子ども教室」 

・井野小学校を活動の拠点とし、週末等における子どもたちの安全な居場所づくりを推進

することにより、子どもたちの健やかな育成を目的として実施。 

・井野小学校全児童対象 

   参加者  児童年間延べ 570人（登録者数４４人）  

ボランティア年間延べ 250 人（登録者数３４人） 

年間回数  28回 
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補助金額   278,463 円 

⑤町内店舗等立入調査 

・「青尐年の非行・被害防止全国強調月間」「子ども・若者育成支援強調月間」に合わせ、

関係団体及び警察官とともに町内コンビニ、カラオケ店、ゲームセンター、携帯電話

事業所等の有害環境浄化のため立入調査を実施。 

件 数 町内立入調査実施箇所  7月 8箇所、11月 7箇所 計 15箇所 

⑥ふみの里まなびの森フェスタ（尐年尐女の主張大会・こども体験ワークショップ） 

・尐年尐女の主張大会：小中学生を対象に、論理的に物事を考える力、自分の主張を正し

く理解してもらう力、広い視野と柔軟な発想や創造性などを身につけることを目的とし

て、各小中学校代表者による弁論大会を実施。 

・こども体験ワークショップ：地域の方々の協力の下、子どもたちに多様な体験活動や学

習の場を提供することで、子どもの自主性・主体性・創造性の確立と、家庭・地域の教

育力向上への意識啓発を図る。 

参加者 尐年尐女の主張大会 約 160 人 

   こども体験ワークショップ、展示コーナー 約 700 人 

誯 題 

○「尐年尐女の主張大会」等の各種事業の効果的な事前周知を行う必要がある。 

○「宇美町尐年の翼」事業において、参加希望者が減尐している原因を把揜し、それに向けた

対策を講じる必要がある。 

○青尐年健全育成に関する各種事業、研修会への関心が低い住民への啓発が必要である。 

○「早寝早起き朝ごはん・読書活動・あいさつ運動連携プロジェクト」事業を本年度で終了し

たため、「心が触れ合うあいさつ（声かけ）運動」推進等の新たな取組が必要である。 

今後の取組の方向性 

○「ふみの里まなびの森フェスタ」の開催支援により、ボランティア活動や、生活体験などの

体験活動の場や機会を提供する。 

○青尐年の健全育成を図るため、関係機関、団体と連携し、家庭や地域の教育力向上に努める。 

○青尐年関係団体の活動及び各種事業を支援し、また、自主的な活動が実践できる次代のリー

ダーの育成を支援する。 

○青尐年関係団体と連携し、青尐年をめぐる非行や犯罪被害の予防と抑止を図るため、有害環

境の浄化活動等を促進する。 

○「宇美町と扶餘教育支援庁との学生相互交流に関する協定書」に基づき、「宇美町尐年の翼」、

「扶餘サピ尐年団」交流事業を推進する。 

 

 重点施策   人権教育の推進 

主要施策 

人権が尊重される教育の推進 

○人権に関する教育及び啓発の推進 

○関係団体・機関等と連携した活動の充実 

○人権教育関係団体への支援 
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施策の取組状況 

○行政及び宇美町人権教育推進協議会、関係機関等と協議・審議し「宇美町人権教育・啓発

基本指針」を策定した。 

○町民が心豊かに生活でき、一人一人が個人として尊重され、その個性や能力を十分に発揮

できる差別や偏見のない社会を築くため、人権教育・啓発を実施した。 

①宇美町人権問題啓発講演会等の実施 

・宇美町人権問題啓発講演会 

講師 渡部 陽一氏（戦場のカメラマン・ジャーナリスト） 

演題 「戦場からのメッセージをあなたに～ファインダー越しに見た命の現場～」 

  参加者 473 人 

・いきいき講座（中央公民館講座）における人権研修の実施 

②宇美町人権教育推進協議会 

・人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づき、人権が尊重される心豊かな社会

の実現に向け、行政、関係機関、団体と連携を図り、人権教育・啓発を推進 

・7月福岡県同和問題啓発強調月間街頭啓発、宇美町人権問題啓発講演会共催 

・各団体主催の人権問題啓発講演会、人権教育研修会等の参加 

③宇美町学校園人権教育研究協議会 

・福岡県人権教育・啓発基本指針に基づき、差別の本質、実態を認識し、そこから深く

学び、生活を高める未来を保障する教育の研究と推進 

・各分科会の研究テーマによる研究 

・各団体主催の人権問題啓発講演会、人権教育研修会等の参加 

誯 題 

○人権問題啓発講演会の参加者は大幅に増加したが、今後も講演内容等を十分検討し実施する

必要がある。 

○「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」や「宇美町人権教育・啓発基本指針」に基づ

き、人権尊重の理念を広く社会に定着させるため、人権教育・啓発の推進を図る必要がある。 

○人権が尊重される教育の推進を図るため、宇美町人権教育推進協議会と連携し、人権問題啓

発講演会や街頭啓発等の充実を図る必要がある。 

○「宇美町学校園人権教育研究協議会」の事務局を学校教育誯に移管し、園児・児童・生徒が

人権に関する知識や態度、実践力を身に付けるための更なる実践的な教育の研究と推進を図

る必要がある。 

今後の取組の方向性 

○「宇美町人権教育・啓発基本指針」の周知、啓発に努め、基本指針に基づいた効果的な方法

で人権教育、啓発を推進する。 

○７月の「宇美町人権問題啓発強調月間」等において、街頭啓発や講演会等を実施する。 

○社会教育における人権教育関係団体を支援する。 
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 重点施策 生涯スポーツ社会の実現 

主要政策 

充実した生涯スポーツ社会の実現 

○健康づくりの推進 

○社会体育施設及び学校施設を有効活用 

○スポーツ関係団体の支援 

○スポーツ振興事業の実施 

施策の取組状況 

○町民の健康づくり及びスポーツの振興を図るために、町民スポーツ大会（5/13 町民グラウ

ンドゴルフ大会、10/21町民球技大会〈壮年スローピッチソフトボール、ソフトバレーボ

ール〉、11/4 町民ウォーキング、12/2 町民卓球大会、2/17 町民駅伝大会）を宇美町体

育協会と共催し実施した。 

○定期的にスポーツ施設を利用する団体（宇美町社会教育施設等定期利用団体）及び個人の

ために、学校施設（グラウンド 8、体育館 8）及び社会体育施設（グラウンド等 8、体育館

等 3）を開放している。（グラウンド等利用団体 32 団体（2,012 人）、体育館等利用団体

90 団体（1,728 人）） 

○スポーツ外郭団体（宇美町体育協会、宇美町スポーツ尐年団）の支援については、団体運営

補助金の交付及び施設使用料の減免、施設の優先利用を実施している。 

○町内のおおむね 65 歳以上の方を対象として、「元気！爽快！お達者倶楽部」を実施してい

る（5 年目）。143 人が入会し、グラウンドゴルフを実施した。（実施回数 21 回、延べ参

加者数 1,358 人） 

○子ども達を対象とした事業として、「子どもスポーツ塾」を実施している（5年目）。対象児

童は、小学生 1～4年生とし、10人の申し込みがあった。宇美町スポーツ尐年団の協力に

よる各種スポーツ（サッカー、野球、合気道、剣道、バスケットボール、ソフトボール、ド

ッジボール）の体験及び体力測定、親子参加型ニュースポーツなどを実施した。（実施回数

29 回、延べ参加者数 135 人） 

○宇美町体育協会が設立を計画していた総合型地域スポーツクラブ「ふみの里スポーツクラ

ブ」が設立され、職員が設立準備委員会（6回）・運営委員会（5 回）に出席し、また、教

育委員会でも支援事業実施要綱の制定を行うなど、指導助言等の協力を行った。 

誯 題 

○スポーツ推進委員は、新規 3 名を委嘱し、計 10 名で構成。町事業の他にも学校体力測定

や研修にも参加し、日頃より、スポーツ推進のための資質向上を図っている。しかし、新規

委員の確保が難しい中で、若年層の新規委員の発掘を行い、スポーツ推進委員の増員を図る

必要がある。 

○施設の維持管理については、軽微な修繕は、職員及び嘱託職員等で行い、利用しやすい環境

づくりに努めている。しかしながら、施設の経過年数と施設数が多いため、契約による修繕

及び改修等の維持管理貹の増加が考えられ、一元化した改修計画等の検討をし、実施をする

ことで、効率的な予算執行が図れると思われる。 



 19 

○「元気！爽快！お達者倶楽部（グラウンドゴルフ）」は、健康づくり・親睦を目的とした事

業として定着してきているが、事業開催時に会員へ随時啓発することで、継続及び新規会員

の増を図る必要がある。 

○「子どもスポーツ塾」は、平成 23年度より、実施内容を変更した結果、実施日等が丌規則

となり、会員数が、徍々に減尐してきているので、実施内容の再検討が必要である。 

○総合型地域スポーツクラブ「ふみの里スポーツクラブ」に対し、設立後の運営等について、

支援事業実施要綱に基づき、支援していく必要がある。 

今後の取組の方向性 

○スポーツを通じた町民の健康づくりを推進するために、町民が気軽に参加できる各種スポー

ツ大会を実施する。 

○生涯スポーツの推進を図るために、宇美町社会教育施設等定期利用団体を支援し、社会体育

施設及び学校施設を有効活用する。 

○スポーツ振興と発展を図るために、宇美町体育協会及び宇美町スポーツ尐年団等のスポーツ

関係団体を支援する。 

○「元気！爽快！お達者倶楽部（グラウンドゴルフ）」は、会員の体調面を考慮し、猛暑や極

寒の時期をはずして、実施する。 

○「子どもスポーツ塾」の実施内容の見直しを行い、平成 25年度からは、総合型地域スポー

ツクラブ「ふみの里スポーツクラブ」にて実施予定。 

○宇美町総合型地域スポーツクラブ支援事業実施要綱に基づき、「ふみの里スポーツクラブ」

に対し、支援及び助言を行う。 

 

 重点施策 町民文化の創造 

主要施策 

歴史と伝統に培われた町民文化の創造 

○文化団体との連携を図り文化活動を支援 

○文化財愛護意識の向上 

○大野城跡の保護を推進 

○歴史民俗資料館の展示内容の充実 

施策の取組状況 

○文化協会と連携し、宇美八幡宮放生会の商工まつり（10月 15／16日）、糟屋地区美術展

（頇恵町）、福岡１ブロック芸術文化のつどい（志免町）の開催協力を行うなど、各種芸術

文化振興活動を支援した。なかでも、町民文化のつどい（５月開催）は、各種団体で構成

された実行委員会形式で主催することで、町全体の住民参画による文化芸術活性化に努め

た。 

○発掘調査や遺跡地図作成等の文化財調査業務を効果的に進めるため、文化財専門委員会を年

3 回開催した。 

○文化財の保護と啓発を図るため、一滴遺跡の発掘調査を実施するとともに、町内の遺跡分布
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調査を行い、「宇美町内遺跡等分布地図」を刊行した。また、神領・浦尻古墳群や一滴遺跡

の発掘成果をまとめた「宇美町内遺跡発掘調査報告書」も刊行した。 

各種開発に伴う事前審査では、開発予定地の文化財の有無の問い合わせが 322件あり、

そのうち７箇所において試掘及び立会調査を行った。 

○大野城跡の土地買上事業は、四王寺字村上 104 番の山林 1,025 ㎡を購入した。また、朝

鮮式山城や神籠石系山城が所在する市町村で構成される「古代山城サミット」（平成２４年

度は長崎県対馬市で開催）に参加し、古代山城が所在する自治体と情報の共有化をし連携す

ることで、大野城跡の保護活用の推進に努めた。 

○資料館の利用促進について、今年度は年間を通して、町民ギャラリーで町民サークル等の作

品展示会 8回、歴史民俗資料館企画展を 1回開催した。 

歴史民俗資料館主催事業、小学校へのゲストティーチャー、出前講座、歴史講座及び史跡

めぐりなどへ、18回、学芸員を派遣した。 

歴史民俗資料館の今年度入館者は、10,012 人である。 

誯 題 

○町内の開発に伴う文化財有無の問い合わせへの対応、指定文化財等に対する保護及び管理を

積極的に行う必要がある。 

○歴史民俗資料館は、今後も継続して展示内容の充実を図り、更に利用者増に努める必要があ

る。 

○特別史跡「大野城跡」の公有化後の、有効利用を図っていく必要がある。その一つの手段と

して、平成２５年から３ヶ年開催される「水城・大野城・基肄城１３５０年事業」へ参加し、

大野城跡の活用事業を広域にわたり推進していく必要がある。 

今後の取組の方向性 

○宇美町文化協会との連携を図り、芸術文化振興活動を支援する。 

○町内に残る文化財の保護に努め、その活用について推進を図る。 

○「水城・大野城・基肄城１３５０年事業」に参加し、大野城跡の活用事業を広域にわたり推

進する。 

○歴史民俗資料館の展示内容の充実と調査研究及び教育普及に努め、生涯学習の推進を図る。 

 

重点施策 読書活動の推進 

主要施策 

町立図書館の充実と読書活動の推進 

○図書資料の整備 

○レファレンスサービスの充実 

○読書ボランティアの人材育成 

○子ども読書活動の推進 

施策の取組状況 

○町立図書館における利用を促進するために、新刊図書等の購入や資料収集による資料の充実
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を図るとともに、利用者からのお尋ねに応えるレファレンスサービスや、資料のリクエスト

を受けるなどの他、図書館ホームページや町広報での新刊案内等のサービスを行った。 

①図書資料の整備 

・平成 2４年度購入（受入）状況 

図書  一般 4,366 冊  児童 1,085 冊   

（平成 2４年度末蔵書数）図書  一般 95,115 冊  児童 34,662 冊 

雑誌  15６タイトル 総計 2,294 冊 

（内、寄贈 ２２タイトル 13４冊） 

視聴覚資料 CD 5５点  DVD 8３点 

（平成 2４年度末蔵書数）視聴覚資料 CD 1,425点  DVD 1,351 点 

・新聞利用サービス  8 紙購入 

一般 4紙 経済 1紙 英字 1紙 スポーツ 1紙 子ども新聞 1紙 

・糟屋地区（１市７町）の広報誌や各種情報誌等収集し、館内での利用に供した。 

②図書館利用状況 

・平成 2４年度入館者 178,355 人 （１日平均 6１９人） 

・図書館利用登録（平成 2４年度末現在） 

総登録者数 19,127 人  （対人口）利用登録率 50.44％ 

（平成 2３年度末 総登録者数 17,658 人 利用登録率 46.53％） 

・平成 2４年度貸出人数及び貸出冊数 

68,529 人  289,135 冊 

③図書館サービス 

・リクエストサービス 

利用者のリクエストに応えるため、新規図書購入のほか、他の図書館へ資料の借受を

依頼したり、他の図書館へ資料を貸出する相互貸借を実施した。 

リクエスト総数   1,916 件（平成 2４年度）  

   うち購入資料            411件 

他の図書館から借りた資料    885件 

他の図書館へ貸した資料     046件 

○レファレンスサービス（平成 2４年度） 

受付件数 2,061 件 

職員研修 内部研修 2回実施 外部研修 10回参加 

○読書ボランティアの人材育成 

・読書ボランティア養成講座の実施 

①読み聞かせ編（中級） 

目 的  読み聞かせボランティアの技術の向上を図る。 

対 象  公共図書館、学校等で読み聞かせをされている方、または経験者 

回 数  ３回連続講座  
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参加者  １４人 

②図書資料の修理編 

目 的  資料を修復するための技術を習徔し、ボランティアの育成につなげる。 

対 象  図書の修復に興味のある方 

回 数  2 回連続講座 

参加者  ９人 

○「宇美町子ども読書活動推進計画」の実施 

平成 21年度に策定した「宇美町子ども読書活動推進計画（ふみの里うみっ子読書プラン）」

に基づき、町立図書館を中心に各種取組を実施した。平成 22年度から町立図書館を中心と

して、学校司書を一元管理し、平成 23 年度から司書を学校図書館に 1校 1 名ずつ配置し

たため、学校での読書活動支援や夏休みの調べ学習の支援など更に充実した。 

また、平成 23 年度から図書館事業としてブックスタート事業を実施し、７ヶ月健診受診の

親子に図書館で絵本の配付を行い、利用登録など図書館の利用の推進に努めた。 

・平成 2４年度団体貸出 

町内の小中学校をはじめ、学童保育所やおはなし会等の団体に対し、学習教材やおは

なし会等への使用のために団体貸出を実施。また、登録団体にエプロンシアターや紙

芝居舞台等の備品の貸出も実施した。 

登録団体 4６団体  利用団体 延べ 2９団体  貸出資料 2,606冊 

・図書館読書まつり 

図書館活動のより積極的な普及・啓発を図り、併せて地域交流センターの利用活性化を

図るために、9月２２日から９月３０日に各種行事を実施した。 

①ブックリサイクル 保存期限経過雑誌 906冊、雑誌付録と寄贈図書（受け入れでき

ない図書 403冊）を利用者に提供した。 

②読書まつりおはなし会 図書館おはなしのへやにて、図書館ボランティアで実施 

実施回数 2回 参加者延べ２７人 

③布の絵本と遊具作品展示 図書館おはなしのへや 

④ＭＹしおり作り 図書館おはなしのへやにて、図書館職員で実施  参加者３９名 

⑤町立図書館開館 5周年記念人形劇 

演目 「ねずみの嫁入り」  公演実施者 劇団ぱれっと  参加者 85人 

⑥豆本つくり 図書館おはなしのへやにて、図書館職員で実施  参加者 16人 

⑦二十歳を過ぎた絵本たち展 図書館児童コーナー 

・幼児向けおはなし会の実施  図書館おはなしのへや（多目的ホール）にて、定例 22

回 スペシャル 3回 参加者延べ６６８人 

・１日子ども図書館員及び「わくわく子ども司書体験（2日間）」の実施 

   夏休み及び図書館読書まつり期間に小学 3～6年生対象 

   実施回数 2 回 参加者延べ 18人 

・映画上映会 子どもたちや大人の利用者向けに興味深い映画の上映を通して、図書館
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利用を促し、読書に親しむ機会を作るために上映会を実施。 

実施回数 子ども読書の日 1回、夏休み 3回、名画上映会 3回  

参加者延べ 493人 

・ブックスタート事業 

読み聞かせ 12回  

絵本配付 200 冊／対象者 358人（配付率 56％） 

誯 題 

○地域の情報拠点になるため、更なる資料の収集・整理・保存を進め、利用者へ効果的な情報

提供を行う必要がある。 

○多様な学習活動や、調べ学習への支援等レファレンスサービスを充実するべく、職員の資質

向上を図る必要がある。 

○図書館協議会による、図書館事業の評価・検証をしていく必要がある。 

○「宇美町子ども読書活動推進計画（ふみの里うみっ子読書プラン）」に基づく地域・家庭読

書の推進を図る必要がある。 

○ブックスタート事業の絵本配付率向上のため、事業の実施方法について検討が必要である。 

今後の取組の方向性 

○多種多様な図書資料を整備し、資料センター、学習情報センター、読書センターとしての機

能の充実を図る。 

○「おはなし会」や「図書館まつり」等の催し物の実施により、多くの人に親しまれる図書館

をめざす。 

○レファレンスサービス（相談業務）を充実させ、調べ学習や誯題解決の支援をする。 

○読み聞かせや図書資料の修復等の講座を実施し、読書ボランティアの人材育成を図るととも

に、活動を支援する。 

○「宇美町子ども読書活動推進計画（ふみの里うみっ子読書プラン）」に基づき、町立図書館

を核としながら学校（園）、家庭、地域が連携協力し、子どもの読書活動を促進する。 

○宇美町「子ども読書リーダー養成講座」の実施により、小学生期からの読書習慣の定着や読

書活動推進を図る。 
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○成果指標に対する評価 

〔成果指標〕自己の目標や理想の実現に向けて学び続ける輝く人づくり 

社会教育施設等を利用した生涯学習の推進では、施設利用については、前年度と比較して利用

延べ件数で４４７件、利用延べ人数で１４，７６４人の減となっていますが、町立研修所におい

て、国の雇用対策でパソコン職業訓練（IT ビジネス基礎科）が２３年度で終了したことと、住

民福祉センターの改修工事に伴い工事期間中に休館（１月１５日～３月３１日）したことが主な

要因となっています。今後も、町民が誮でも生涯にわたって学習する機会や場を提供するために、

利用者の効率・利便性の向上を図る必要があります。 

中央公民館講座の充実では、全講座とも２３年度と比較して受講者数が減となりましたが、平

成２３年度にマスコミで著名な講師を招請したことが主な要因として考えれます。今後は、講座

の内容及び講師の選定も含めて充実させ、受講者数の増員及び新規参加を促進します。 

学習支援者派遣事業の派遣回数は、168 件で指導者延べ人数は 348 人となりましたが、平

成２３年度と比較して減尐している理由として、実施要綱の規定で、原則支援者の派遣回数を１

団体に対し年２回までとしていることや、予算計上内での実施としたこと等が要因です。今後と

も様々な研修や講座の機会をとらえて、事業の PR 等を行い更に学習支援者の登録者数を増やし、

学習支援内容を充実させるとともに、行政区やサークル等へ事業の周知を図ります。 

年次計画に沿って住民福祉センター耐震補強工事を実施し、耐震改修促進法に基づく特定建築

物の耐震改修工事は完了しました。 

明るくたくましい青尐年の育成では、青尐年関係団体と連携し有害環境浄化活動として、町内

店舗の立入調査を２回実施し、青尐年健全育成に努めました。 

宇美町と韓国扶餘郡との国際交流事業では、「宇美町尐年の翼」事業と「サピ尐年団」招請事

業を隔年ごとに実施しています。平成２４年度は韓国からの「サピ尐年団」招請事業を実施し、

韓国の子どもたち１５人のホームステイ受入を通じて、子どもたちの国際的視野を深めることが

できました。また、11 月には、次年度実施する「宇美町尐年の翼」事業の事前視察を実施し、

今後の事業確認をすることができました。 

人権が尊重される教育の推進では、町人権教育推進協議会を年 5 回開催し、「宇美町人権教

育・啓発基本指針」を策定しました。今後は、基本指針に基づいた効果的な方法で人権教育、啓

発を推進していくことが重要であると考えます。また、７月に開催した町人権講演会の参加者が

前年度より大幅に増加したことは、講演会のＰＲと参加啓発の効果と、特に数多くのテレビ番組

で活躍中の講師を招請したことが大きな要因であると考えます。 

充実した生涯スポーツ社会の実現では、宇美町体育協会、宇美町スポーツ尐年団等との連携に

より、町民対象のスポーツ大会、事業を実施することで、町民がスポーツに触れ合う機会の拡大

を図るとともに、全行政区の参加が求められます。 

現在、グラウンド等１６箇所、体育館 11 箇所、教育施設 4 箇所の管理を行っています。前

年度と比較して、運動施設と学校施設の利用については、利用延べ件数で２８９件、利用延べ人

数で３８，４７６人の減となっていますが、林崎テニス場の改修工事で４ヶ月間の利用中止とし

たことが要因のひとつであると考えます。今後も、利用しやすい施設の環境づくりを行い、町民

の健康づくり推進に努めます。 
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「元気！爽快！お達者倶楽部」については、健康づくり、親睦を目的として開催しており、１

４３人の入会がありました。尐数ではありますが、新規入会もあり、グラウンドゴルフのプレー

を通じて、高齢者のスポーツへのきっかけづくりも行うことができました。今後は、実施時期の

見直しを行い、準備等の運営の一部に協力を求め、会員参加型の事業となるよう努めます。 

「子どもスポーツ塾」では、７月に開校し、各受入団体での体験に加えて、保護者に対しての

中間発表や閉校式での親子参加型ニュースポーツを行い、子どもたちが継続してスポーツをやっ

ていくための関心づくりを行いました。結果として、会員は尐数でしたが、１０人の会員のうち

５人が町内のスポーツ団体へ加入しました。今後は、会員が参加しやすい実施内容への見直しを

行い、総合型地域スポーツクラブ「ふみの里スポーツクラブ」にて実施予定です。 

総合型地域スポーツクラブ「ふみの里スポーツクラブ」については、設立準備委員会等の会議

に出席し、協議・検討を重ね、２月に設立されました。今後、支援事業実施要綱に基づき、円滑

な運営となるような指導助言を行います。 

歴史と伝統に培われた町民文化の創造では、各種文化団体との連携を図り、文化活動を支援す

るため、連携及び運営補助金の助成を行い、芸術文化及び伝統文化の振興に努めました。 

文化財愛護意識の向上を推進するため、一滴遺跡の発掘調査を実施するとともに、町内の遺跡

分布調査を行い、「宇美町内遺跡等分布地図」及び「宇美町内遺跡発掘調査報告書」を刊行しま

した。 

大野城跡の保護を推進するため、土地買上事業を実施するとともに、「古代山城サミット」へ

参加し、大野城跡と同様の歴史的意義がある古代山城が所在する自治体と連携することで、大野

城跡の保護活用の推進に努めました。また、新たに、「水城・大野城・基肄城１３５０年事業」

に参加し、大野城跡の活用事業を広域にわたり実施します。 

歴史民俗資料館の展示内容の充実については、年間を通して、町民ギャラリーで町民サークル

等の作品展示会や歴史民俗資料館企画展を開催した。今後も、更なる利用者の増加を目指し、展

示会の企画を行います。 

町立図書館の充実と読書活動の推進においては、蔵書点数など図書資料の整備は進んでいるが、

住民一人あたりの貸出点数や子どもの利用者数、子どもの貸出冊数は若干減尐しています。学校

図書館における司書の各校 1 名配置による読書指導の成果により、小中学校共に学校図書館の

利用が増えていることなども原因の一つであり、子どもの読書活動としては、一定の成果が見え

ます。また、読み聞かせや図書修理のボランティア養成講座を実施したものの、講座自体には満

足され、学校や地域のボランティア活動に活かされているが、町立図書館でのボランティア活動

には至りませんでした。今後は引き続き養成講座を実施しながら、活動の場の提供など検討する

必要があります。 

平成２４年度において取り組むべき事業については、計画どおり実施しましたが、目標をクリ

アした事業と下回った事業もあったことから、クリアした事業についても更に研鑽を深めていく

ことと、下回った事業についてはその原因を究明し、今後の事業展開に活かしていくことが重要

であると考えます。 
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○社会教育施策に関する指標評価 

・学びによる活力のある地域社会の推進 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（24 年度） 

社会教育施設等を

利用した生涯学習

の推進 

社会教育施設等利用

状況 

中央公民館・住民福祉

センター、研修所、生

涯学習センター 

利用延べ件数 

4,500件 

利用延べ人数 

95,000人 

利用延べ件数 

4,573件 

利用延べ人数 

79,946人 

住民福祉センター体

育館の大規模改修工

事あり。 

中央公民館講座の

充実 

中央公民館講座への

受講者数 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞⅠ・Ⅱ 

いきいき講座 

100人 

（受講者平均値の合

計） 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞⅠ 

31人 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｸﾗﾌﾞⅡ（親子） 

40人 

いきいき講座 33人 

学習支援者派遣事

業の充実 

学習支援者派遣事業

の派遣指導者数 
550人 348人 

社会教育施設の耐

震改修の促進 

中央公民館耐震補強

工事及び住民福祉セ

ンター耐震診断等の

実施 

年次計画において実

施 

住民福祉センター耐

震補強工事完了 

 

・明るくたくましい青尐年の育成 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（2４年度） 

青尐年教育の推進 

ふみの里まなびの森

フェスタ（子ども体験

学習及び尐年尐女の

主張大会等）の来場者

数 

尐年尐女の主張大会 

165人 

体験学習ブース 

550人 

尐年尐女の主張大会 

160人 

体験学習ブース 

700人 

青尐年国際交流事

業の充実 

｢宇美町尐年の翼｣、

｢扶餘サピ尐年団｣交

流事業の参加者数 

20人 15人 

青尐年の健全育成 

非行や犯罪被害の予

防と抑止のための、町

内店舗立入調査箇所

数 

15箇所 15箇所 
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・人権が尊重される教育の推進 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（2４年度） 

人権に関する教育

及び啓発の推進 

宇美町人権問題啓発

講演会の参加者数 
320人 473人 

 

・充実した生涯スポーツ社会の実現 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（2４年度） 

町民スポーツ大会

への参加 

町民グラウンドゴル

フ大会、町民球技大

会、町民健康ウォーキ

ング、町民卓球大会、

町民駅伝大会への参

加行政区数 

すべての行政区 45／49 行政区 

社会教育施設等を

利用したスポーツ

活動の状況 

社会教育施設等及び

学校施設の利用状況 

利用延べ件数 

13,000件 

利用延べ人数 

280,000人 

利用延べ件数 

12,771件 

利用延べ人数 

268,421 人 

林崎テニス場の大規

模改修工事あり。 

スポーツ振興事業

への参加 

「子どもスポーツ塾」

及び「元気！爽快！お

達者倶楽部」の参加者

数 

「子どもスポーツ塾」 

実人数 60人 

「元気！爽快！お達

者倶楽部」 

実人数 200人 

「子どもスポーツ塾」 

実人数 10人 

「元気！爽快！お達

者倶楽部」 

実人数 143人 

 

・歴史と伝統に培われた町民文化の創造 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（2４年度） 

各種文化サークル

等と連携 

町内に眠っている伝

統文化の保護 

伝統文化保存団体等

の総会・協議回数 

文化のつどい ４回 

宇美八幡宮 ４回 

宇美神楽 ３回 

文化財分布地図の

作成 

町内の文化財保護と

啓発を図るため文化

財地図の活用 

平成２４年度完成 

「宇美町内遺跡等分

布地図」平成２４年度

完成 

一滴遺跡調査建物礎

石確認・地形測量 

町内分布調査 8箇所 

町内試掘等調査７箇
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所  

歴史民俗資料館の

展示内容の充実と

資料の整理 

展示資料の充実に努

め、生涯学習を推進 
来館者数 10,000人 来館者数 10,012 人 

 

・町立図書館の充実と読書活動の推進 

指  標 指標の概要 目標値（2４年度） 成果（2４年度） 

多種多様な図書資

料の整備 

資料収集方針に基づ

く蔵書の充実 

住民一人あたりの貸

出点数 年間 10 点

以上 

住民一人あたりの貸

出点数 年間 7.6 点 

レファレンスサー

ビスの充実 

調べ学習や誯題解決

への支援の充実 

内部職員研修年2回 

外部研修への積極的

な参加 

内部研修  ２回 

外部研修 １０回 

読書ボランティア

の人材育成 

読み聞かせ講座や修

復講座受講者からの

ボランティア参加 

新規参加をつくる 
3団体 

（新規なし） 

子ども読書活動の

推進 

子どもが様々な場所

で本と出会えるよう

に、読書環境の整備を

推進 

子どもの利用者数と

貸出冊数の増加 

子どもの 

利用者数 14,815人 

貸出冊数 68,841冊 
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第５ 点検・評価に関する有識者からの意見について 

 

                   井上 豊久（福岡教育大学教授） 

 

Ⅰ．学校教育に関しては、重点施策「生き抜く力の育成」では学力向上に関する改善策等を

校長会で示したことは評価できるが、学力向上のための具体的目標をより明確化し、小中での共

通理解、家庭・家庭学習への働きかけが求められる。「本が大好き」では調べ学習は定着し、一

人当たりの貸出冊数が目標値を上回り、年間貸出冊数が前年比小学校 111.8％、中学校

136.5%とさらに伸びていることは評価できる。昨年度からの学校図書館への１校１人の司書

配置は専門性・子どもの読書文化の醸成にとって評価できるが、司書教諭・他の教職員との協働

がさらに求められよう。宇美单中の全国表彰、継続されている中学校で共同事業として実施され

ている子育てサロンは評価できる。「あいさつ」「早寝、早起き、朝ごはん」運動も各小中学校で

システム化され、さらにＰＴＡ、社会教育委員や町民会議の方々との登校時の協働でのあいさつ

運動は有効であり評価できるが、拡充のためのさらなる検証・改善・情報交換が求められよう。

食育に関して継続実施された「弁当の日」「料理名人への道」など一層の工夫がみられ評価でき

るが、さらなる啓発が求められる。重点施策「学校運営への参加促進」に関して本年度は文部科

学省委託事業を受け、重点施策であるコミュニティ・スクール制度がさらに推進され、特に既存

のおやじの会等を組織に組み入れ、評価できる。今後は小中一貫・中学校ブロックでの取組強化

も求められよう。地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりが全校へ拡充された。実践研究事

業を通して学校間での違いや関わる人の温度差の広がりに対して今後も教職員や保護者・地域へ

の積極的な啓発・研修の充実が求められる。重点施策「教育環境の整備」では学校施設の改善が

着実に進められており、大学生等のスクールサポーター活用は有意義である。今後は大学生にと

っての活動後の成果をアピールするなどして大学の主体性を引き出すことが求められよう。今後

は必要に応じて暑さ対策についてもさらに検討していくことも求められよう。教育相談体制の充

実では丌登校児童生徒の復帰率は 48.8%と目標値、国や県の平均を上回っていることは評価で

きる。いじめアンケートの 9 月実施は本年度中の指導に行かせるということから取組は評価で

きるが、実質的な解決に活かすだけでなく、予防に対しても家庭との連携等も取り入れるなどの

さらなる工夫を行い、成果が上がる分析・活用が求められよう。教職員研修はアンケート結果を

利用するなど工夫がなされているが、現代的・地域的誯題に対応していくことも緊要であろう。

学校教育に関しては全体としてできる限り目標値の精緻化がさらに求められよう。  
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Ⅱ．社会教育に関しては、重点施策「地域社会の推進」では公民館事業はチャレンジクラブ

など「生き抜く力」のための体験学習の取り入れ、学習支援者派遣事業など学習したことが地域

活動に実際に活かされるための取組の先駆的内容だけではなく全体として充実しているが、さら

に分析・検証し、現代的誯題や地域誯題、そして「学びによる活力のある地域社会の推進」に対

して的確に対応していくことが求められよう。自治公民館の活性化は適切な予算化や施設整備が

実施されたことは評価できるが、講座や事業の実践の充実のための研修・情報共有、市民団体と

の協働等さらなる支援が求められる。重点施策「青尐年の育成」では家庭、学校、地域が連携し

た「早寝早起き朝ご飯・読書活動・あいさつ運動連携プロジェクト」は評価できるが、本年度で

終了ということであれば、今後の同内容事業のさらなる継続・拡充が求められよう。「宇美町尐

年の翼」の事前視察事業は重要であり、「サピ尐年団」招請事業は国際交流としても評価でき、

参加者については効果がみられ評価できるが，今後はフォロー調査を行うなど成果を検証し、あ

り方を検討することも必要であろう。重点施策「人権教育の推進」に関しては今年度「宇美町人

権教育・啓発基本指針」が策定されたことは評価できるが、実施計画での具体化が求められよう。

「宇美町人権教育推進協議会」「宇美町学校園人権教育研究協議会」の開催など事業等一定の評

価が出来るが、今後は学校・社会教育における人権教育関係団体・NPOとの連携やワークショ

ップ形式の導入など参加の促進と参加者の固定化への効果的な対応が求められよう。重点施策

「生涯スポーツ社会の実現」に関しては幅広くまた体育協会とも連携しながら実施されているこ

とは評価でき、総合型地域スポーツクラブについても「ふみの里スポーツクラブ」が設立され、

具体的・現実的な誯題に留意した上で推進されていることは評価できるが、運営等さらなる検

討・改善が求められよう。重点施策「町民文化の創造」では文化協会との連携事業など一定評価

できるが、今後は音楽・美術・演劇など町全体で町民参画での計画的・創造的文化芸術活性化が

必要である。重点施策「読書活動の推進」での図書館活動は豆本づくり、ブックスタート事業な

ど先駆的な取組が多様に行われており評価できるが、今後は「宇美町子ども読書活動推進計画」

の具体的な家庭、学校、地域での連携事業の実施、図書館協議会等による検証を行い、町民全体

にさらなる読書文化の醸成を図ることが求められる。 

全体として教育を重視し、教育事務は適切に行われているといえ、地域活性化や町民参画が

図られてきていることが評価できる。また、評価に対しても適切な対応がみられ、目標設定に関

しては、検証しながら改善していくことも必要であろう。教育事業の場合、目標の評価に関して

は必要ではあるが、長期的展望も丌可欠であることには留意が必要である。  
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（資料１） 宇美町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施

要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２７条の規定に基づき、宇美町教育委員会（以下「委員会」という。）が自らの権限に属す

る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施するために必要な事項を定めることによ

り、効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、町民への説明責任を果たし、町民に信頼

される教育行政を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１）  点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組状況や成果について、取りまとめること

をいう。 

（２）  評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、誯題を検討するとともに、今後

の取組の方向性を示すことをいう。 

（点検及び評価の対象） 

第３条 点検及び評価の対象は、毎年度策定する「宇美町教育施策要綱」で定める主要施策とす

る。 

（点検及び評価の実施） 

第４条 点検及び評価は、前年度の「宇美町教育施策要綱」で定める主要施策の進捗状況を総拢

するとともに、誯題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

２ 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るもの

とする。 

３ 委員会は、施策・事業の進捗状況等を取りまとめ、教育に関し学識経験を有する者の意見を

聴取する機会を設けるものとする。 

４ 委員会は、点検及び評価を行ったときは、その結果を取りまとめた報告書を作成し、宇美町

議会へ提出するとともに、報告書を公表するものとする。 

（その他） 

第５条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

  附 則 

１ この告示は、公示の日から施行する。  

２ 平成２０年度に実施する点検及び評価の対象は、第４条第１項の規定にかかわらず、平成２

０年度に策定する「宇美町教育施策要綱」で定める主要施策とする。 


